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○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
三
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び

に
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
農
作
物
の
糖
度
に
応
じ
た

収
穫
量
の
調
整
の
方
法
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
農
作
物
の
糖
度
に

応
じ
た
収
穫
量
の
調
整
は
、
収
穫
量
に
換
算
係
数
（
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
の
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
割
合
を
い

う
。
）
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

て
ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
に
つ
い
て
の
規
則
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上

の
金
額
で
あ
っ
て
糖
度
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
組
合
員
等
（
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
栽
培
す
る
て

ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
の
当
該
年
産
の
糖
度
に
対
応
す
る
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
最
高
額
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二

て
ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
に
つ
い
て
の
規
則
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上

の
金
額
で
あ
っ
て
糖
度
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
組
合
員
等
の
基
準
糖
度
（
畑
作
物
共
済
基
準
収
穫
量
等

設
定
準
則
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
四
号
）
第
一
第
一
項
第
一
号
の
基
準
糖
度
を
い

う
。
）
に
対
応
し
て
当
該
年
産
に
係
る
共
済
関
係
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
と
し
て
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
た
金
額
の
最

高
額

２

規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
減
収
量
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
の
存
す
る
耕
地
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
収
量
の
算
定
は
、
組
合
員
等

ご
と
に
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ
＋

Ｄ

。
た

だ
し

１
－

Ｘ
Ａ

＜
Ｂ

＋
Ｃ

の
と

き
は

Ｄ
＋

Ｘ
Ａ

と
す

る
、

（

）

、

Ａ
は
、
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
収
穫
量

Ｂ
は
、
発
芽
不
能
耕
地
（
規
則
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
芽
不
能
耕
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
耕
地
別
基

準
収
穫
量
（
同
項
に
規
定
す
る
耕
地
別
基
準
収
穫
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
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条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
十

百
分
の
四
十
五

百
分
の
二
十

百
分
の
四
十

百
分
の
三
十

百
分
の
三
十
五

百
分
の
四
十

百
分
の
三
十

Ｃ
は
、
発
芽
不
能
耕
地
以
外
の
耕
地
に
係
る
収
穫
量
（
て
ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
に
あ
っ
て
は
、
収
穫
量
に
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
調
整
を
加
え
て
得
た
数
量
）
の
合
計

Ｄ
は
、
規
則
第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
存
す
る
耕
地
に
あ
っ
て
は
イ
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由

の
存
す
る
耕
地
に
あ
っ
て
は
ロ
に
掲
げ
る
数
量

イ

当
該
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
の
百
分
の
十
（
再
び
移
植
し
た
耕
地
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
二
十
）
に
相
当
す
る

数
量
に
、
当
該
耕
地
の
う
ち
風
害
、
凍
霜
害
若
し
く
は
獣
害
に
よ
り
発
芽
若
し
く
は
活
着
を
し
な
か
っ
た
部
分
又
は
発
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芽
後
若
し
く
は
活
着
後
に
風
害
、
凍
霜
害
若
し
く
は
獣
害
に
よ
り
滅
失
し
た
部
分
に
つ
き
再
び
播
種
又
は
移
植
を
し
た

は

面
積
（
以
下
「
再
播
種
等
面
積
」
と
い
う
。
）
の
当
該
耕
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
（
そ
の
割
合
が
百
分
の
五
十
未
満

は

で
あ
り
、
か
つ
、
再
播
種
等
面
積
が
五
十
ア
ー
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
数
量
の
合
計

は

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
十

一

百
分
の
二
十

九
分
の
八

百
分
の
三
十

九
分
の
七

ロ

当
該
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
数
量
に
、
当
該
耕
地
の
う
ち
夏
植
え
の
さ
と
う
き

び
又
は
株
出
し
の
さ
と
う
き
び
が
共
済
事
故
に
よ
り
発
芽
し
な
か
っ
た
部
分
そ
の
他
共
済
事
故
に
よ
り
収
穫
の
見
込
み

が
な
い
部
分
に
当
該
夏
植
え
の
さ
と
う
き
び
又
は
株
出
し
の
さ
と
う
き
び
と
同
じ
年
産
の
春
植
え
の
さ
と
う
き
び
を
植

え
付
け
た
面
積
（
以
下
「
再
植
付
面
積
」
と
い
う
。
）
の
当
該
耕
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
（
そ
の
割
合
が
百
分
の
五
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十
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
再
植
付
面
積
が
三
十
ア
ー
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
数
量
の

合
計
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
二
十

一

百
分
の
三
十

八
分
の
七

百
分
の
四
十

八
分
の
六

Ｘ
は
、
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

３

規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
減
収
量
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
第
四
号
に

掲
げ
る
事
由
の
存
す
る
耕
地
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
収
量
の
算
定
は
、
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第

一
号
の
基
準
収
繭
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し

出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合
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百
分
の
二
十

百
分
の
六
十

百
分
の
三
十

百
分
の
六
十
五

百
分
の
四
十

百
分
の
七
十

４

規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
減
収
量
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
由
の
存
す
る
耕
地
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
収
量
の
算
定
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

発
芽
不
能
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
合
計
し
て
得

た
数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
二
十

百
分
の
六
十

百
分
の
三
十

百
分
の
六
十
五

百
分
の
四
十

百
分
の
七
十
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百
分
の
五
十

百
分
の
七
十
五

二

発
芽
不
能
耕
地
以
外
の
耕
地
の
収
穫
量
が
耕
地
別
基
準
収
穫
量
に
達
し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
差
に
相
当
す
る
数
量

を
合
計
し
て
得
た
数
量

５

規
則
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
減
収
量
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
発
芽
不
能
耕
地
の
減
収
量
は
、
そ
の
耕
地

の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
の
百
分
の
六
十
五
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


